
広
島
県
中
小
企
業
支
援
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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広
島
県
規
則
第
二
十
四
号 

広
島
県
中
小
企
業
支
援
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
県
中
小
企
業
支
援
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
広
島
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
五
号
中
「
。
以
下
「
団
体
法
」
と
い
う
。
」
を
削
る
。 

第
四
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

広
島
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
広
島
県
条
例
第
三
十
七
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
員
等
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。
） 

第
四
条
第
二
項
第
三
号
中
「
暴
力
団
員
」
を
「
暴
力
団
員
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
条
第
二

項
」
を
「
前
条
第
二
項
」
に
、
「
第
三
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
一
・
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
一
・
〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
条
第

五
項
中
「
第
四
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
第
二
号
」
を
「
前
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条

第
一
号
」
を
「
前
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

第
十
七
条
の
見
出
し
中
「
取
消
等
」
を
「
取
消
し
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
取
消
し
」
を
「
取
り

消
し
」
に
、
「
附
さ
れ
た
」
を
「
付
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
の
一
の
項
中
「
平
成
十
六
年
政
令
第
百
八
十
二
号
。
」
及
び
「
、
経
営
革
新
の
た
め
の
事
業
で

あ
つ
て
」
を
削
り
、
「
適
合
す
る
事
業
」
を
「
適
合
す
る
経
営
革
新
の
た
め
の
事
業
」
に
改
め
、
同
表
の
一

の
二
の
項
中
「
、
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
に
係
る
事
業
で
あ
つ
て
」
を
削
り
、
「
適
合
す
る
事
業
」

を
「
適
合
す
る
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
に
係
る
事
業
」
に
改
め
、
同
表
の
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

  

八 

企
業
合
同
事
業 

政
令
第
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の 一 

省
令
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
に
適
合
す
る
事
業 

二 

省
令
第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
の
基
準
に
適
合
す
る
事
業 

三 

省
令
第
三
十
条
第
一
項
第
六
号
の
基
準
に
適
合
す
る
事
業 

四 

省
令
第
三
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
基
準
に
適
合
す
る
事
業 

五 

省
令
第
三
十
一
条
第
一
項
第
七
号
の
基
準
に
適
合
す
る
事
業 

六 

省
令
第
三
十
一
条
第
一
項
第
八
号
の
基
準
に
適
合
す
る
事
業 

七 

省
令
第
三
十
二
条
の
要
件
に
該
当
し
、
か
つ
、
省
令
第
三
十
三
条
の
基

準
に
適
合
す
る
事
業 

 

別
表
第
一
の
十
三
の
項
中
「
十
一
」
を
「
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同
表
の
十
四
の
項
中
「
十
二
」
を
「
十

二
の
項
」
に
改
め
る
。 



 
別
表
第
三
の
十
二
の
項
中
「
三
の
項
（
特
定
中
小
企
業
団
体
の
行
う
事
業
に
限
る
。
）
、
五
の
項
」
を
「

三
の
項
、
五
の
項
（
特
定
中
小
企
業
団
体
の
行
う
事
業
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 
則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
前
の
広
島
県
中
小
企
業
支
援
資
金
貸
付
規
則
に
よ
り
貸
し
付
け
た
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 


